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（目 的） 

第１ 東京都は、不燃化推進特定整備地区制度における特別の支援の一つとして、住宅が

この要綱に定める要件に該当する場合は、東京都都税条例（昭和２５年東京都条例第５６号。

以下「都税条例」という。）第１３４条第１項第４号及び第１８８条の３０並びに東京都都税

条例施行規則（昭和２５年東京都規則第１２６号）第３１条第２項の規定に基づき、当該住宅に

係る固定資産税及び都市計画税の減免を行う。 

 

（対 象） 

第２ 減免は、次に掲げる要件のいずれにも該当する住宅（区分所有に係る家屋にあって

は人の居住の用に供する専有部分のうち地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下

「政令」という。）附則第１２条第１項第７号に規定する居住用専有部分をいい、区分所

有に係る家屋以外の家屋にあっては人の居住の用に供する家屋のうち、人の居住の用に

供する部分（別荘の用に供する部分を除く。）の床面積の当該家屋の床面積に対する割

合が２分の１以上であるものをいう。以下同じ。）で人の居住の用に供する部分に係る

固定資産税及び都市計画税について行う。 

 ⑴ 不燃化特区（東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱（平成２５年３月２９日２４都市

整防第５９８号。以下「制度要綱」という。）第２条第４号に規定する不燃化特区をい

う。以下同じ。）内に所在する家屋（住宅以外の家屋を含む。以下同じ。）のうち、

老朽建築物（東京都不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱（令和３年３月２日２都

市整防第７２８号。以下「交付要綱」という。）第３条第１０号に規定する老朽建築物を

いう。）である家屋又は無接道敷地等解消のための特別区の助成等（交付要綱第３条

第３号に基づく、特別区による除却又は除却に要する費用の助成をいう。以下同

じ。）の対象と決定された老朽建築物以外の家屋（以下「建替え前の家屋」とい

う。）が滅失し、当該滅失した家屋に代えて、不燃化特区内に新築された住宅である



こと。ただし、当該住宅が新築された日以後に建替え前の家屋が滅失した場合にあっ

ては、当該新築された日から１年以内（当該期間の末日が令和１３年３月３１日（制度要

綱第８条の規定による不燃化特区の指定の取消し又は同第１１条の規定による不燃化特

区の廃止があった場合にあっては、当該取消し又は当該廃止の日）後である場合は、

同日まで）に、建替え前の家屋が滅失した場合に限る。 

 ⑵ 当該住宅の所在地が不燃化特区として指定された日から令和１３年３月３１日（制度要

綱第８条の規定による不燃化特区の指定の取消し又は同第１１条の規定による不燃化特

区の廃止があった場合にあっては、当該取消し又は当該廃止の日）までの間に新築さ

れた住宅であること。 

 ⑶ 耐火建築物等（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第１号イに規定

する耐火建築物等をいう。）又は準耐火建築物等（同号ロに規定する準耐火建築物等

をいう。）であること。 

 ⑷ 新築された日の属する年の翌年の１月１日（当該新築された日が１月１日である場

合には、同日）において、建替え前の家屋が滅失した日における当該家屋の所有者と、

同一の者（別に定めるところにより同一の者とみなされる場合を含む。）が所有する

住宅であること。 

 

（減免の対象となる戸数等） 

第３ 減免の対象となる戸数（共同住宅等（政令附則第１２条第１項第４号に規定する共同

住宅等をいう。）であって区分所有に係る住宅以外の住宅であるもの（以下「一般共同

住宅」という。）にあっては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部

分を１戸とする。以下同じ。）又は棟数は、別に定める場合を除き、次のとおりとする。

ただし、⑴エに掲げる場合においては、建替え前の家屋が有する戸数を超えてはならな

い。 

 ⑴ 建替え前の家屋が住宅である場合 

  ア 一般共同住宅以外の住宅に代えて一般共同住宅以外の住宅に建て替えたとき 建

替え前の家屋１戸に対し、１戸 

  イ 一般共同住宅以外の住宅に代えて一般共同住宅に建て替えたとき 建替え前の家

屋１戸に対し、１戸 

  ウ 一般共同住宅に代えて一般共同住宅以外の住宅に建て替えたとき 建替え前の家

屋１棟に対し、１戸 

  エ 一般共同住宅に代えて一般共同住宅に建て替えたとき 建替え前の家屋１棟に対

し、１棟 

 ⑵ 建替え前の家屋が住宅以外の家屋である場合 建替え前の家屋１棟に対し、１戸 



 

（減免割合） 

第４ 減免の割合は、１０割とする。 

 

（減免の期間） 

第５ 減免は、新たに固定資産税及び都市計画税が課されることとなった年度から５年度

分に限り行う。 

 

（減免の申請） 

第６ 減免の申請は、次に定めるところによる。 

⑴ 減免を受けようとする者は、都税条例第１３４条第３項の規定に基づき、知事に申

請書を提出するものとする。 

⑵ 建替え前の家屋のうち、第２⑴における無接道敷地等解消のための特別区の助成等

の対象と決定された老朽建築物以外の家屋を除却した場合において、⑴の申請書は、

無接道敷地等解消のための特別区の助成等を受けた旨を特別区長が証する書類を添付

して、提出するものとする。 

 

（減免の適用除外） 

第７ この要綱に基づく減免の適用を受けた住宅（第３に規定する戸数又は棟数に限

る。）については、耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税及

び都市計画税の減免要綱（平成２０年１２月２６日２０主税税第３２０号）に基づく減免を適用

しない。 

 

（減免事務の運営） 

第８ 減免事務の運営については、この要綱の定めるところによるほか、別に定めるとこ

ろによる。 

 

（実施時期） 

第９ この要綱は、平成２５年７月１日から実施する。 

 

   附 則（平成２９年３月３１日 ２８主税税第４７７号） 

（実施時期） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

 



   附 則（令和３年３月３１日 ２主税税第３９７号） 

（実施時期） 

第１ この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

第２ この要綱による改正後の要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、新要綱第２⑴

に規定する建替え前の家屋が令和３年１月１日以後に滅失した場合（新要綱第２に規定

する住宅が令和２年１２月３１日までに新築され、当該新築された日以後に当該家屋が滅失

した場合は除く。）に適用する。 

第３ この要綱による改正前の要綱第２⑴に規定する建替え前の家屋が滅失した場合にお

ける新要綱の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２⑴ 老朽建築物（東京都不燃化推進特定

整備事業補助金交付要綱（令和３年

３月２日２都市整防第７２８号）第３

条第１０号に規定する老朽建築物をい

う。）である家屋（以下「建替え前

の家屋」という。）が 

登記簿又は家屋補充課税台帳に登記

又は登録された家屋の構造が木造又

は軽量鉄骨造（別に定めるところに

より軽量鉄骨造とみなされる場合を

含む。以下同じ。）である家屋（２

以上の異なった構造を有する場合に

あっては、当該家屋の床面積に占め

る木造又は軽量鉄骨造である部分の

床面積の割合が２分の１以上のもの

に限る。（以下「建替え前の家屋」

という。）が令和４年３月３１日まで

に 

当該新築された日から１年以内（当

該期間の末日が令和８年３月３１日

（制度要綱第８条の規定による不燃

化特区の指定の取消し又は同第１１条

の規定による不燃化特区の廃止があ

った場合にあっては、当該取消し又

は当該廃止の日）後である場合は、

同日まで） 

当該住宅が令和４年３月３１日までに

新築され、当該新築された日から１

年以内（制度要綱第８条の規定によ

る不燃化特区の指定の取消し又は同

第１１条の規定による不燃化特区の廃

止があった場合にあっては、当該取

消し又は当該廃止の日まで） 

第２⑷ 滅失した日 滅失した日の属する年の１月１日 

 

   附 則（令和８年３月２６日 ７主税税第３１５号） 

（実施時期） 

第１ この要綱は、令和８年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

第２ この要綱は、令和８年４月１日以降に新築された住宅に適用する。なお、この要綱

の改正前の要綱（以下「旧要綱」という。）第２に掲げる要件をいずれも満たす家屋が



この要綱の改正前に新築され、改正後に旧要綱第２⑴に規定する建替え前の家屋が滅失

した場合における、この要綱による改正後の要綱の規定の適用については、次の表の左

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２⑴ である家屋又は無接道敷地等解消の

ための特別区の助成等（交付要綱第

３条第３号に基づく、特別区による

除却又は除却に要する費用の助成を

いう。以下同じ。）の対象と決定さ

れた老朽建築物以外の家屋 

 

である家屋 

当該住宅が新築された日以後に建替

え前の家屋が滅失した場合にあって

は、当該新築された日から１年以内

（当該期間の末日が令和１３年３月

３１日（制度要綱第８条の規定によ

る不燃化特区の指定の取消し又は同

第１１条の規定による不燃化特区の

廃止があった場合にあっては、当該

取消し又は当該廃止の日）後である

場合は、同日まで） 

当該住宅が新築された日以後に建替え前

の家屋が滅失した場合にあっては、当該

新築された日から１年以内（当該期間の

末日が令和８年３月３１日（制度要綱第

８条の規定による不燃化特区の指定の取

消し又は同第１１条の規定による不燃化

特区の廃止があった場合にあっては、当

該取消し又は当該廃止の日）後である場

合は、同日まで） 

第６ 減免の申請は、次に定めるところに

よる。 

⑴ 減免を受けようとする者は、都

税条例第１３４条第３項の規定に基

づき、知事に申請書を提出するも

のとする。 

⑵ 建替え前の家屋のうち、第２⑴

における無接道敷地等解消のため

の特別区の助成等の対象と決定さ

れた老朽建築物以外の家屋を除却

した場合において、⑴の申請書

は、無接道敷地等解消のための特

別区の助成等を受けた旨を特別区

長が証する書類を添付して、提出

するものとする。 

減免を受けようとする者は、都税条例第

１３４条第３項の規定に基づき、知事に申

請書を提出するものとする。 

 


